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奈良県立医科大学移転計画の見直しを求める意見書意見書 意見書 
本年10月、県は地域医療再生計画案を発表し、県立医科
大学を関西学術研究都市高山第２工区への移転を発表し、
付属病院と切り離す方針を示されたのである。
移転構想によると「同じ敷地にある附属病院を高度医療
拠点病院として機能充実を図るため、教育部門を移転させ
ることが必要」とし、更に、９月の奈良県議会予算特別委
員会では「現在の附属病院は、敷地が狭隘で改築しように
も、手狭な敷地の中に多くの建物が建っており、改築のし
ようがない、建て替えるにも建て替えの場所を選んで順番
に行わなければならない。しかし、中南和の医療拠点とし
て病院機能を強化しなけらばならないとし、医大を移転す
ることにより、立地条件が良くなり、そこにいろいろなレ
イアウトが可能である」と答弁されているが、果たしてそ
うであろうか。
医科大学と附属病院が分離することにより、より高度な
医療研究や臨床技術が置き去りにされ、今まで以上の医療
レベルが維持されるのか疑問視せざるを得ないし、増改築
についても土地の有効活用の観点から高層化への考えもあ
るのではないか。
附属病院は、中南和地域にとっては高度医療、救命・救

急医療の拠点として、また、各病院間の連結を図る中核と
して最善の医療を提供するための重要な役割を担う病院と
して、地域住民にとって必要不可欠な施設である。
そのためにも、医科大学との併設が最善の策であるが、

将来的にも附属病院の整備・拡充のため、やむなく医大を
分離せざるを得なくなったとしても、遠隔地への移転には
地域住民の総意として前述した理由により、関西学術研究
都市高山第２工区への移転には賛成することはできない。
仮に、附属病院の整備・拡充のため、移転を余儀なくさ

れたとしても、現附属病院の近隣の中南和地域にも候補地
があり、検討の余地があるのではないか。
よって、県におかれては奈良県立医科大学移転計画を見

直し、現行の医療体制を更に充実させることを強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年12月18日
広　陵　町　議　会

奈良県知事　　荒　井　正　吾　様

学費負担を軽減し、経済的理由で学業をあきらめる若者をなくすことを求める意見書意見書 意見書 
雇用と景気の急速な悪化のもとで、「世界一高い学費」

が、高校生や大学生、その家庭に重くのしかかっている。
高校入学から大学卒業までにかかる費用は１人平均１千万
円を超え、大学生のいる世帯の平均教育費は年収の34％に
達している。現在、都道府県が独自の基準で高校授業料の
減免を実施しているが、減免対象の基準は都道府県により
ばらつきがあり、大学生が利用できる奨学金制度も返済が
必要で有利子のものが大半という実態である。
憲法は、国民に「等しく教育を受ける権利」（第26条）

を保障し、教育基本法は、第４条で「すべての国民は経済
的地位によって、教育上差別されない」と明記している。
国際人権規約は、「高校や大学の教育を段階的に無償にす
る」と定めており、欧米のほとんどの国では高校の学費は
なく、大学も多くの国で学費を徴収していない。
誰もがお金の心配なしに教育を受けられる条件を整える
ことは、国の責任である。それは、若者に安心と希望をも
たらし、日本の未来を支える安定した基盤となる。
よって、国におかれては、高校教育、大学教育等の無償
化をめざすとともに、当面、経済的理由で学業をあきらめ
る若者をこれ以上出さないために、次の対策を講じるよう
強く要望する。

１ 政権公約を速やかに実行して直接助成による公立高
校を実質無料化し、私立高校の学費負担を軽減するこ
と。
２ 大学生を対象とした国の奨学金を、以前のようにす
べて無利子にするとともに、イギリスのように一定の
収入（年300万円）に達するまで返済猶予すること。
欧米で主流である返済なしの「給付制奨学金制度」を
創設すること。
３ 「学費の段階的無償化」を定めた国際人権規約への
留保を撤回し、大学の学費を計画的に引き下げること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年12月18日
広　陵　町　議　会

内閣総理大臣　　鳩　山　由紀夫　様
財 務 大 臣　　藤　井　裕　久　様
総 務 大 臣　　原　口　一　博　様
文部科学大臣　　川　端　達　夫　様




